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	                                                    　　　　　北　　第　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　様

                               　　   　　   　北 見 市 長　            

住居確保給付金変更支給決定通知書(則第11条第１項第１号の規定による支給)

　　　　　年　　月　　日付第　　　　号で支給決定を行った住居確保給付金については、　　　　年　　月　　日付住居確保給付金変更支給申請書に基づき、下記のとおり変更決定したので通知します。

記

１　変更内容
□　支給額　　　　　　　　月額　　　　　　　　円
□　支給方法（代理受領に変更等）
２　１の変更内容の適用後の支給期間
　　　　　　　　　年　　月（　　　　年　　月家賃相当分）から
　　　　　　　　　　　　　　　年　　月（　　　　年　　月家賃相当分）まで

３　変更理由
（例）申請者から給付対象となる住宅の家賃が変更になったと申請があったため。
　　 　  申請者から貸主への口座振込による方法（代理受領）への変更の申請があったため。





４　対象となる住宅　　名称
　　　　　　　　　　　所在地
















